
款 項 目

3 1 1

Ⅰ：事業概要

Ⅱ：個別事業内訳 （単位：千円）

事業名 予算額

国民健康保険特別会計繰出金 429,900

 - - 

平成３１年度　予算説明書

目名 予算書(P)
部局名 健康福祉部

課　名 保険年金課

予算

101

国民健康保険特別会計繰出金

　国民健康保険制度の財源は被保険者の負担する保険税と国庫負担等で賄うことが原則とされている
が、高齢者や低所得者等が多く、財政基盤が脆弱であるという構造的な課題があるため、保険者であ
る市が財源の一部を一般会計から特別会計へ繰り出し、国民健康保険財政の安定化、保険税負担の平
準化を図るもの。

●根拠法令等に基づき、一般会計から国民健康保険特別会計へ繰り出す。
　○保険基盤安定繰出金（保険税軽減分）　179,164,000円（県3/4、市1/4）
　　低所得者に係る均等割・平等割軽減分(7割･5割･2割)を繰り出す。

　○保険基盤安定繰出金（保険者支援分）　 87,947,000円（国1/2、県1/4、市1/4）
　　低所得者の多い保険者を支援し、中間所得者層を中心に保険税負担を軽減するもので、軽減対象
　　となった一般被保険者数に応じて、平均保険税額の一定割合を繰り出す。

　○出産育児一時金繰出金　 16,800,000円（地方交付税）
　　給付した出産育児一時金の2/3を繰り出す。
　
　○財政安定化支援事業繰出金　 20,086,000円（地方交付税）
　　国保に低所得者や高齢者が多いことによる影響(税･医療費)を勘案して算定した額を繰り出す。

　○職員給与費等繰出金（事務費等繰出金）　 34,399,000円（地方交付税）
　　職員給与費や国保事務に要する経費の内、国庫補助対象を除いた額を繰り出す。

●その他繰出金（法定外繰出金）
　○市の基準により定めている項目について繰り出す。
　　・福祉医療波及分   51,879,000円
      子ども医療等実施により国庫負担金等の減額部分を繰り出す。
　　・特定健診･保健指導経費　39,625,000円
      保険者の責に帰することのできない健診部分を繰り出す。

事業の目標 　保険税負担の平準化を図り、国民健康保険財政の安定的な運営を図る。

施策事業名

社会福祉総務費

事業目的

事業内容

財源内訳
一般財源
の割合

国県支出金 地方債 その他 一般財源

200,332 0 0 229,568 53%

- - - - - 

- - 

 - - - - - - - 

 - - - - - 

- - 

 - - - - - - - 

 - - - - - 

- - 

合計 429,900 200,332 0 0 229,568 53%

 - - - - - 



款 項 目

3 1 7

Ⅰ：事業概要

Ⅱ：個別事業内訳 （単位：千円）

事業名 予算額

国民年金事務 1,577

 - - 

平成３１年度　予算説明書

目名 予算書(P)
部局名 健康福祉部

課　名 保険年金課

予算

111

国民年金

・国民年金法に基づく法定受託事務の遂行
・年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく市町村での事務の遂行

●全体計画
〇日本年金機構事務センター及び年金事務所と連携し、国民年金法や事務処理基準に定められた
法定受託事務を行う。
●事業内容
〇国民年金法や事務処理基準に定められた法定受託事務（被保険者の国民年金１号資格取得、国民年
　金保険料免除申請の受付及び所得情報提供等）を行う。
〇住民からの国民年金に関する相談の受付け、年金事務所等と連携し適切な事務や回答を行う。
〇年金事務所、事務センター等からの照会の回答を行う。
〇平成３１年１０月より、年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき、年金生活者支援給付
　金制度が開始され、日本年金機構へ給付金対象者の所得情報の提供、事前申請として年金担当窓口
　にて受付、相談及び請求書の発送事務を行う。

事業の目標

・法定受託に伴う業務については、業務全般を滞りなく作業を進める。
・国民年金取得時に一般免除や学生特例の申請の説明を行い、未納者を作らないよう対応する。
・法定受託以外の業務については、年金事務所と連携し、一括納付や口座振替の推進を行い、納付率
　低下を防ぐ。
・年金生活者支援給付金制度対象者に対し、受付等の市の事務が適切に行われている。

施策事業名

国民年金費

事業目的

事業内容

財源内訳
一般財源
の割合

国県支出金 地方債 その他 一般財源

1,577 0 0 0 0%

- - - - - 

- - 

 - - - - - - - 

 - - - - - 

- - 

 - - - - - - - 

 - - - - - 

- - 

合計 1,577 1,577 0 0 0 0%

 - - - - - 



款 項 目

3 1 8

Ⅰ：事業概要

Ⅱ：個別事業内訳 （単位：千円）

- - 

合計 869,437 283,700 0 239,426 346,311 40%

 - - - - - 

55,941 77%

後期高齢者福祉医療助成 172,550 78,085 0 0 94,465 55%

精神障害者医療助成 72,707 16,766 0 0

87,607 21%

母子父子家庭医療助成 51,958 25,978 0 0 25,980 50%

子ども医療助成 414,638 87,605 0 239,426

72,659 0 0 72,660 50%

2,607 0 0 9,658 79%

財源内訳
一般財源
の割合

国県支出金 地方債 その他 一般財源

113

福祉医療助成

医療費の自己負担分を助成することにより、経済的な負担を軽減し、不安なく医療を受けてもらうこ
とを目的とする。

●全体計画
〇医療費の自己負担分を根拠条例に基づき助成を行う。

●事業内容
〇各福祉医療受給者証交付申請書を受付審査し、受給者証を交付する。
〇医療に要する額から保険等で給付される額を控除し、残りの本人負担額の全額又は一部を医療費と
　して支給する。

〇例）子ども医療
  (未就学児から中学校3年生まで)
　　入通院に関する医療費から保険等で給付される額を控除し、残りの本人負担額の全額を子ども医
　　療費として支給する。
  (高校1年生から3年生)
　　入通院に関する医療費から保険等で給付される額を控除し、残りの本人負担額の2/3を子ども医
　　療費として支給する。

事業の目標
受給者の経済的な負担軽減等を目的とした福祉医療費助成事業について、受給者証の発行等の事務を
円滑に実施することを目標とする。

施策事業名

福祉医療助成費

事業目的

事業内容

平成３１年度　予算説明書

目名 予算書(P)
部局名 健康福祉部

課　名 保険年金課

予算

事業名 予算額

福祉医療助成事務 12,265

障害者医療助成 145,319



款 項 目

3 1 10

Ⅰ：事業概要

Ⅱ：個別事業内訳 （単位：千円）

事業名 予算額

後期高齢者医療給付費負担金 801,093

 - - 

平成３１年度　予算説明書

目名 予算書(P)
部局名 健康福祉部

課　名 保険年金課

予算

115

後期高齢者医療給付

高齢者の医療の確保に関する法律第98条に基づき、後期高齢者医療被保険者にかかる療養給付費の一
部を療養給付費負担金として県下市町村が負担し、療養給付の安定を図る。

●全体計画
〇根拠法令に基づき、愛知県後期高齢者医療広域連合へ負担金を支出する。

●事業内容
〇後期高齢者医療制度に加入する犬山市の被保険者分の医療給付費の1/12(市負担分)を、広域連合が
　提示する支払い計画に基づき支出する。

事業の目標
後期高齢者医療被保険者にかかる療養給付費の一部を療養給付費負担金として県下市町村が負担する
ことで安定した療養給付を維持する。

施策事業名

後期高齢者医療費

事業目的

事業内容

財源内訳
一般財源
の割合

国県支出金 地方債 その他 一般財源

0 0 0 801,093 100%

- - - - - 

- - 

 - - - - - - - 

 - - - - - 

- - 

 - - - - - - - 

 - - - - - 

- - 

合計 801,093 0 0 0 801,093 100%

 - - - - - 



款 項 目

3 1 10

Ⅰ：事業概要

Ⅱ：個別事業内訳 （単位：千円）

- - 

合計 210,268 120,848 0 0 89,420 43%

 - - - - - 

- - 

 - - - - - - - 

 - - - - - 

- - 

 - - - - - - - 

 - - - - - 

- - - - - 

120,848 0 0 89,420 43%

財源内訳
一般財源
の割合

国県支出金 地方債 その他 一般財源

115

後期高齢者医療特別会計繰出金

後期高齢者医療における事務経費等市負担分、低所得者の保険料の軽減分を、高齢者の医療の確保に
関する法律に基づいて一般会計から後期高齢者医療特別会計に繰り出し、後期高齢者医療会計の安定
を図る。

●全体計画
〇根拠法令に基づき後期高齢者医療特別会計へ繰り出しする。

●事業内容
〇後期高齢者医療制度に係る市の事務費、広域連合に納入する共通経費、低所得者の保険料の軽減分
　を一般会計から後期高齢者医療特別会計に繰出金として支出する。
〇市は、後期高齢者医療制度に加入する被保険者の各種申請、届出業務の受付、制度に関する広報、
　相談業務、保険証の引渡し、広域連合で賦課した保険料の徴収、健康診査事業を実施。

事業の目標
一般会計から後期高齢者特別会計に繰出金を支出することで、後期高齢者医療の円滑運営に寄与す
る。

施策事業名

後期高齢者医療費

事業目的

事業内容

平成３１年度　予算説明書

目名 予算書(P)
部局名 健康福祉部

課　名 保険年金課

予算

事業名 予算額

後期高齢者医療特別会計繰出金 210,268

 - - 



款 項 目

3 1 11

Ⅰ：事業概要

Ⅱ：個別事業内訳 （単位：千円）

- - 

合計 110 0 0 110 0 0%

 - - - - - 

- - 

 - - - - - - - 

 - - - - - 

- - 

 - - - - - - - 

 - - - - - 

- - - - - 

0 0 110 0 0%

財源内訳
一般財源
の割合

国県支出金 地方債 その他 一般財源

115

老人保健医療

旧老人保健制度に係る医療費等について、国、県等へ精算を行う。

●全体計画
〇旧老人保健制度に係る医療費等について、国、県等へ精算を行うため愛知県後期高齢者医療広域連
　合へ負担金として支出する。

●事業内容
〇平成２８年度から旧老人保健医療費等に係る返還事務が愛知県後期高齢者医療広域連合に移管され
　たことに伴い、市へ返還のあった医療費等について、愛知県後期高齢者医療広域連合へ負担金とし
　て支出する。

事業の目標
旧老人保健制度に係る医療費等について、国、県等へ精算を行うため愛知県後期高齢者医療広域連合
へ負担金として支出する。

施策事業名

老人保健医療費

事業目的

事業内容

平成３１年度　予算説明書

目名 予算書(P)
部局名 健康福祉部

課　名 保険年金課

予算

事業名 予算額

老人保健医療 110

 - - 



款 項 目

4 1 3

Ⅰ：事業概要

Ⅱ：個別事業内訳 （単位：千円）

- - 

合計 14,344 8,895 0 2,461 2,988 21%

 - - - - - 

- - 

 - - - - - - - 

 - - - - - 

- - 

 - - - - - - - 

 - - - - - 

- - - - - 

8,895 0 2,461 2,988 21%

財源内訳
一般財源
の割合

国県支出金 地方債 その他 一般財源

137

未熟児養育医療

入院治療が必要な未熟児の医療費を助成する制度。未熟児は疾病にかかりやすく、死亡率も高いばか
りではなく、心身の障害を残すことも多いことから、生後速やかに適切な処置を講ずる必要があるた
め、入院して必要な医療を給付し、適正な養育を行うことを目的とする。

●全体計画
〇根拠法令に基づき医療費の助成を行う。

●事業内容
〇母子保健法第２０条に規定する養育医療の給付。

事業の目標 入院治療が必要な未熟児に対し、医療費を助成することにより保護者の経済的負担を軽減する。

施策事業名

母子健康づくり推進費

事業目的

事業内容

平成３１年度　予算説明書

目名 予算書(P)
部局名 健康福祉部

課　名 保険年金課

予算

事業名 予算額

未熟児養育医療 14,344

 - - 



Ⅰ：事業概要

Ⅱ：個別事業内訳 （単位：千円）

事業名 予算額

総務費 35,471

保険給付費 4,939,460

平成３１年度　予算説明書

予算書(P)
部局名 健康福祉部

課　名 保険年金課
特別会計名

293

国民健康保険事業

　県とともに保険者として、国民健康保険税や国・県等からの負担金や補助金を原資とし、被保険者
の疾病や負傷、出産、死亡に関して必要な保険給付を行う等、国民健康保険事業を適切に運営する。

●全体計画
　平成30年度からの国保制度改正により、県からの保険給付費等交付金によって、被保険者が疾病、
負傷、出産又は死亡した際の保険給付を適切に実施する。保険給付に必要な県への国民健康保険事業
費納付金を国民健康保険税の収入により確保し、国民健康保険事業を適切に運営する。そのために、
保険税率について国民健康保険運営協議会へ諮り、答申に基づき、税率を改定する。

●主な事業内容
　○被保険者の資格管理　○保険給付
　○保険税の賦課　　　　○保健事業の実施
　
●主な関係法令等
　○国民健康保険法
　○持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律
　○犬山市国民健康保険条例・施行規則
　○犬山市国民健康保険税条例・施行規則

事業の目標 保険給付と税負担のバランスを図り、国民健康保険財政の安定的な運営を図る。

施策事業名

事業目的

事業内容

国民健康保険特別会計

財源内訳
一般財源
の割合

国県支出金 地方債 その他 一般財源

972 0 34,499 0 0%

4,908,247 0 16,800 14,413 0%

1,917,669 95%

保健事業費 104,638 22,002 0 45,568 37,068 35%

国民健康保険事業費納付金 2,017,632 23,998 0 75,965

2 67%

諸支出金 8,706 0 0 0 8,706 100%

財政安定化基金拠出金、基金積立金、公債費 3 1 0 0

5,000 100%

合計 7,110,910 4,955,220 0 172,832 1,982,858 28%

予備費 5,000 0 0 0



Ⅰ：事業概要

Ⅱ：個別事業内訳 （単位：千円）

事業名 予算額

総務費 8,053

後期高齢者医療広域連合納付金 1,116,919

平成３１年度　予算説明書

予算書(P)
部局名 健康福祉部

課　名 保険年金課
特別会計名

397

後期高齢者医療特別会計

被保険者の疾病、負傷、死亡等に関して必要な保険給付を行う。
また、傷病の未然防止、若しくは早期発見により重症化・長期化することを防止し、被保険者の健康
保持及びその増進を図るため、健康診査等の保健事業を実施する。
保険者は、愛知県後期高齢者医療広域連合で、市は保険料の徴収事務や申請・届出の受け付け等、窓
口業務を行う。なお、対象者は、市内に住む７５歳以上の人と、前期高齢者（６５～７４歳）で一定
の障害のある人である。

●全体計画
　被保険者から徴収した後期高齢者医療保険料と国庫負担金等の収入によって、被保険者が疾病、負
傷、死亡等の際に、適切に保険給付を実施する。保険者は、愛知県後期高齢者医療広域連合であり、
市町村では保険料の徴収や申請・届出の受付事務等、窓口業務を行う。

●事業内容
〇被保険者資格管理に関する申請等の受付　　〇保険給付に関する申請等の受付
〇保険料の徴収　　　　　　　　　　　  　　〇保健事業の実施

●主な関係法令等
〇高齢者の医療の確保に関する法律　　　　　〇愛知県後期高齢者医療広域連合規約
〇犬山市後期高齢者医療に関する条例・施行規則

事業の目標
　市民の高齢化に伴い後期高齢者医療保険の被保険者が増加することが見込まれる中で、被保険者の
疾病、負傷、死亡等に関して必要な保険給付を適切に実施する。

施策事業名

事業目的

事業内容

後期高齢者医療特別会計

財源内訳
一般財源
の割合

国県支出金 地方債 その他 一般財源

0 0 8,053 0 0%

0 0 1,116,919 0 0%

0 0%

諸支出金 2,648 0 0 2,647 1 0%

保健事業費 74,710 0 0 74,710

1 100%

 - - - - - - - 

予備費 1 0 0 0

- - 

合計 1,202,331 0 0 1,202,329 2 0%

 - - - - - 


